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『郷づくり推進協議会』は、
地域を代表する組織です

協議会の組織再編～自治会を基軸とした組織へ

　郷づくりは「自分たちの地域は、自分たちの手で」を基本理念として取り組みが始まり、
今年で７年目になります。各地域で「郷づくり推進協議会」が主体となって、より良い地域に
するための郷づくり活動が実施されています。

　これまでの郷づくりの課題として、地域に身近な存在であるはずの郷づくり推進協議会に、縁遠さを感
じる住民のかたが多くおられることがあげられました。そこで、地域を代表する組織としての確立を目指し、
より多くのかたに関わりを持っていただけるよう、地域により身近な「自治会」を基軸とした組織への再編が、
平成２４年度末までに各地域で取り組まれました。

※協議会は自治会だけでなく、地域で活動する各種団体など、さまざまな団体で構成されます。

これから変わること～協議会は市政運営のパートナー
　郷づくりは、あくまで自治会活動を補完するものであり、自治会は郷づくりの構成団体として、大切な役
割を担います。その上で、これまで市と各自治会が個別に連絡や連携していた活動など、今後は自治会が
基軸となった協議会を通じて連携を図り、協議会が地域の調整役を担うことによって、地域内の連携が深
まっていきます。
　例えば、選挙の立会人など、これまで市が自治会長に直接お願いしていたものは、協議会に依頼し、地
域内で調整していただくようになっています。
　また、各自治会への「自治会交付金」が協議会を通じて交付されるようになるなど、さまざまな「権限
と財源」が今後も徐々に移譲され、地域自治を担う組織としての拡充が図られることになります。
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